
【様式２】

(府省名：農林水産省）

氏名並びにその所属する
部局の名称

所在地
商号または

名称
住所

1

平成24年度シヅミクラ沢外災害復旧調査業務
(宮城県栗原市栗駒字深山岳国有林22林班外）
平成24年10月12日～平成24年10月22日
調査業務一式

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
飯田裕一

宮城県大崎
市古川東町
5-32

H24.10.11
国土防災技
術株式会社
仙台支店

宮城県仙台
市若林区清
水小路6-1

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

2,610,500 2,310,000 88.4% －

平成24年9月30日～10月1日の台風17号に伴う豪雨による山
腹崩壊及び渓流荒廃の災害復旧の調査で、下流域の人家等
に被害を及ぼす危険性が極めて高く緊急に契約しなければな
らない。

③ｲ －

2

檜原林道外1災害復旧調査業務
（山形県鶴岡市大鳥字檜原国有林136林班外）
平成24年10月19日～平成24年11月2日
調査業務一式

分任支出負担行為担当官
庄内森林管理署長
西真

山形県鶴岡
市末広町
23-37

H24.10.18
株式会社新
東京ジオ・シ
ステム

山形県天童
市北久野本
三丁目7-19

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

1,063,472 1,008,000 94.7% －

平成24年9月5日の集中豪雨により鶴岡市荒沢地区の林道で
路肩決壊が発生し、土石流出など被害拡大により下流域の民
家等に被害を及ぼすおそれがあるため、早急に災害復旧する
必要がある。

③ｲ －

3

湯ノ沢災害復旧調査業務
（青森県中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字尾太
国有林123林班）
平成24年10月23日～平成24年11月5日
調査設計一式

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署長
野口浩司

青森県弘前
市大字豊田
二丁目2-4

H24.10.22
国土防災技
術株式会社
青森支店

青森県青森
市港町一丁
目19-10

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

1,874,550 1,764,000 94.1% －

平成24年10月3日の台風19号による豪雨等により、西目屋村
に位置する尾太国有林内において地すべり被害が発生し、今
後の降雨等により下流域の県道（県道西目屋二ツ井線）に被
害を及ぼす危険性が極めて高いことから、緊急に災害復旧す
る必要がある。

③ｲ －

4

湯ノ倉上流（荒砥沢）緊急対策治山工事
（宮城県栗原市栗駒字深山岳国有林21林班地
内）
平成24年10月23日～平成25年1月10日
排水工65m外

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長
飯田裕一

宮城県大崎
市古川東町
5-32

H24.10.22
株式会社笹
原組

宮城県大崎
市古川鶴ヶ
埣字新江北
125-1

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

13,729,800 13,230,000 96.3% －

平成24年9月30日～10月1日の台風17号による集中豪雨によ
り既設作業道及び既設配水管が被災したことによる工事で、
下流域の保全対象へ土砂が流出する危険性が高く緊急に契
約しなければならない。

③ｲ －

5

天目山（天目）林道災害調査・設計業務
（埼玉県秩父市）
平成24年10月13日～平成24年11月16日
調査設計一式

分任支出負担行為担当官
関東森林管理局
埼玉森林管理事務所長
原田正明

埼玉県秩父
市大野原
491-1

H24.10.12
株式会社森
林調査設計
事務所

東京都江戸
川区篠崎町
1-302-7

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

1,067,850 1,008,000 94.3% －
台風17号(9月30日)の暴風雨により発生した山腹崩壊に伴う
災害復旧調査であり、早急な調査が必要なため。

③ｲ －

6

穴吹川地区見の越（中）実施設計業務
徳島県美馬市木屋平
平成24年10月3日～平成24年10月15日
山腹工1箇所（0.88ha）

支出負担行為担当官
四国森林管理局長
新木雅之

高知県高知
市丸ノ内1-
3-30

H24.10.2
株式会社森
林テクニクス
四国支店

高知県高知
市丸ノ内1-7-
36

会計法第29条の3
第4項（緊急随意契
約）

4,438,914 3,675,000 82.8% －
台風16号に伴う豪雨により林地崩壊が発生し、隣接する民地
及びその施設の保全のため緊急随契により実施。

③ｲ －

7

平成24年度クトネベツ林道改良工事
稚内市抜海村73林班
平成24年11月20日～平成25年3月8日
林道踏切撤去
一式

分任支出負担行為担当官
宗谷森林管理署長
小野寺秀夫

稚内市中央
1丁目2-7

H24.11.20
北海道旅客
鉄道株式会
社

札幌市中央
区北11条西
15丁目1-1

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

5,725,000 5,725,000 100.0% －
施設が北海道旅客鉄道(株)の線路内の工事であり、鉄道の
運転保安上の理由から、鉄道事業者のみ工事の施工が可能
であるため。

①ｲ(ｲ) －

8

平成２４年度国営仙台東地区換地処分等業務
国営仙台東地区土地改良事業の実施地域
平成24年10月29日～平成25年3月22日
調査

支出負担行為担当官　東
北農政局長　五十嵐　太
乙

宮城県仙台
市青葉区本
町３－３－１

H24.10.29
仙台東土地
改良区

宮城県仙台
市若林区荒
井字丑の頭１
０４

会計法第２９条の３
第４項（特定情報）

60,455,000 60,455,000 100.0% －
行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について、当
該情報を提供することが可能な者が一に特定されるため

①二(へ) －

9

平成２４年度国営仙台東地区換地処分等業務
国営仙台東地区土地改良事業の実施地域
平成24年10月29日～平成25年3月22日
調査

支出負担行為担当官　東
北農政局長　五十嵐　太
乙

宮城県仙台
市青葉区本
町３－３－１

H24.10.29
仙台東土地
改良区

宮城県仙台
市若林区荒
井字丑の頭１
０４

会計法第２９条の３
第４項（特定情報）
その他の随意契約

60,455,000 60,455,000 100.0% －
行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な者であるため。

①二(へ) －

10
氷見地区中央幹線用水路漏水要因調査工事
富山県氷見市鞍骨地内　平成24年10月19日か
ら平成24年12月21日まで　「土木工事」

分任支出負担行為担当官
北陸農政局西北陸土地改
良調査管理事務所長　山
田　昇

石川県小松
市園町ホ
85-1

H24.10.19
立山土建株
式会社

富山県氷見
市本町５番１
５号

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

5,271,000 5,250,000 99.6% 0
漏水事故が発生した事により、緊急かつ短期間の契約手続き
及び復旧が必要だったため

③ｲ －

11

平成２４年度大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野県営飛鳥工区第１号幹線近鉄横
断部測量設計業務　奈良県高市郡高取町下土
佐地先　平成24年11月1日～平成25年2月28日
設計業務

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.31
全日本コンサ
ルタント株式
会社

大阪市浪速
区湊町１－４
－３８

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

6,604,500 6,300,000 95.3% －

近鉄から、近鉄軌道内の測量については、近鉄の安全教育を受け、鉄
道防護の方法および近鉄社内規定を熟知し、十分な経験と判断力を
有する者で実施するよう条件提示された。この条件を満たす者は、全
日本コンサルタント株式会社のみであることから、契約の性質が競争
を許さないため随意契約を行う。

①ｲ(ｲ) －
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12
植物検疫処理に関する技術パネル（ＴＰＰＴ）に
係る資料作成業務

支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房経理課
長　山下　容弘

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.10.18

FAO（国際連
合食糧農業
機関）IPPC
（国際植物防
疫条約）事務
局

００１００，Ｒｏ
ｍｅ，Ｉｔａｌｙ

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 2,308,500 － －
TPPTに必要な資料作成・会議運営等は、国際的取決め(FAO
の規程)により、IPPC事務局が行うこととされているため

①ｲ(ロ) －

13
農林水産省が保管する口蹄疫不活化濃縮抗原
製剤化業務

支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房経理課
長　山下　容弘

東京都千代
田区霞ヶ関
１－２－１

H24.11.7
ＭＥＲＩＡＬ　Ｓ
ＡＳ

東京都新宿
区西新宿３－
２０－２

会計法第２９条の３
第４項（特定情報）

－ 5,852,306 － －
濃縮抗原の製剤化は、濃縮抗原を製造したメーカーの独自の
仕様を踏まえて行う必要があり、他社に対し、製剤化に必要
な情報の提供は行えないため

①二(へ) －

14 平成２５年度一般会計予算書外の印刷製造
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房経理課
長　長谷川　博章

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.12.28
独立行政法
人　国立印刷
局

東京都港区
虎ノ門２－２
－４

会計法第２９条の３
第４項（官報等の印
刷等）

－ 8,206,587 － 0
予算書の印刷製造を行っているのは（独）国立印刷局以外に
なく、競争を許さないため。（財務大臣通知１（２）①のハに該
当するため。）

①ﾊ －

15
土地賃貸借料
（関西空港第２ターミナルビル）

分任支出負担行為担当官
動物検疫所関西空港支所
長　　　森本　博夫

大阪府泉南
郡田尻町泉
州空港中１
番地

H24.10.26
新関西国際
空港株式会
社

大阪府泉佐
野市泉州空
港北１番地

会計法第２９条の３
第４項（賃貸借契

約）
－ 4,256,814 － －

当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること
から、場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借契約
及び役務供給契約

①ﾛ －

16

平成24年度科学技術戦略推進費「重要政
策課題への機動的対応の推進及び総合科
学技術会議における政策立案のための調
査」委託事業

支出負担行為担当官　農
林水産技術会議事務局長
小林　裕幸

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.11.21

独立行政法
人農業・食品
産業技術総
合研究機構

茨城県つくば
市観音台三
丁目１番地１

会計法第29条の3
第4項(特定情報)

57,276,000 57,276,000 100% －
平成２４年１１月１日に開催された総合科学技術会議有識者
懇談会における本事業実施の決定にあたって実施機関が承
認されており、契約の性質又は目的が競争を許さないため。

①二(へ) －

17

平成24年度科学技術戦略推進費「重要政
策課題への機動的対応の推進及び総合科
学技術会議における政策立案のための調
査」委託事業

支出負担行為担当官　農
林水産技術会議事務局長
小林　裕幸

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.11.21
独立行政法
人農業環境
技術研究所

茨城県つくば
市観音台三
丁目１番地３

会計法第29条の3
第4項(特定情報)

58,952,000 58,952,000 100% －
平成２４年１１月１日に開催された総合科学技術会議有識者
懇談会における本事業実施の決定にあたって実施機関が承
認されており、契約の性質又は目的が競争を許さないため。

①二(へ) －

18

平成24年度科学技術戦略推進費「重要政
策課題への機動的対応の推進及び総合科
学技術会議における政策立案のための調
査」委託事業

支出負担行為担当官　農
林水産技術会議事務局長
小林　裕幸

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.11.21
国立大学法
人東京大学

東京都文京
区弥生１丁目
１番１号

会計法第29条の3
第4項(特定情報)

5,001,000 5,001,000 100% －
平成２４年１１月１日に開催された総合科学技術会議有識者
懇談会における本事業実施の決定にあたって実施機関が承
認されており、契約の性質又は目的が競争を許さないため。

①二(へ) －

19

平成24年度科学技術戦略推進費「重要政
策課題への機動的対応の推進及び総合科
学技術会議における政策立案のための調
査」委託事業

支出負担行為担当官　農
林水産技術会議事務局長
小林　裕幸

東京都千代
田区霞が関
１－２－１

H24.11.21
独立行政法
人産業技術
総合研究所

東京都千代
田区霞が関
一丁目３番１
号

会計法第29条の3
第4項(特定情報)

12,585,000 12,585,000 100% －
平成２４年１１月１日に開催された総合科学技術会議有識者
懇談会における本事業実施の決定にあたって実施機関が承
認されており、契約の性質又は目的が競争を許さないため。

①二(へ) －

20
南向国有林森林除染事業（除染物質の運搬）
面積　5.15ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
中山浩次

福島県福島
市野田町7-
10-4

H24.10.30
田村市復興
事業組合

福島県田村
市船引町東
部台3-287

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 17,640,000 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

21
南向国有林森林除染事業（落葉等堆積有機物
及び枝葉等の除去）
面積　5.15ha

分任支出負担行為担当官
福島森林管理署長
中山浩次

福島県福島
市野田町7-
10-4

H24.10.30
田村市復興
事業組合

福島県田村
市船引町東
部台3-287

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 9,615,900 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

22
森林除染事業（除染物質の運搬）業務一式
大型土のう袋　62袋

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
安室正彦

福島県いわ
き市四倉町
字東2-170-
1

H24.10.30
清水建設株
式会社　東北
支店

宮城県仙台
市青葉区木
町通1-4-7

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 1,229,550 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

23
危険木伐倒処理事業
76本

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長
大倉孝行

佐賀県佐賀
市成章町2-
11

H24.10.9
有限会社共
栄索道

佐賀県武雄
市北方町志
久4160-10

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 1,407,000 － －
急傾斜地の国有林内大径傾斜木等が台風等の強風時に落
枝が著しく、今後の強風時に倒れるなど隣接する神社等の施
設に被害をおよぼすおそれがあるため早急に処理するため。

③ｲ －

24
森林除染事業（除染物質の運搬）
大型土のう袋　104袋

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
安室正彦

福島県いわ
き市四倉町
字東2-170-
1

H24.11.30
株式会社宇
佐見建設

福島県いわ
き市川前町
上桶売字大
平20-39

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 4,483,500 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

25
森林除染事業（落葉等堆積有機物及び枝葉等
の除去）
土のう袋　2,995個

分任支出負担行為担当官
磐城森林管理署長
安室正彦

福島県いわ
き市四倉町
字東2-170-
1

H24.11.30
株式会社宇
佐見建設

福島県いわ
き市川前町
上桶売字大
平20-39

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 1,132,110 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －
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26
青森事務所ＰＣＢ廃棄物（感圧複写紙等）の搬
入荷姿登録補助業務
一式

支出負担行為担当官
東北森林管理局長
矢部三雄

秋田県秋田
市中通五丁
目9-16

H24.12.3
日本通運株
式会社 青森
支店

青森県青森
市新町一丁
目1-8

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 2,198,700 － －

青森市長に届出しているPCB廃棄物の中の感圧複写紙、安
定器等を処理するため、青森県内の廃棄物の処理を行う日本
環境安全事業株式会社（JESCO）北海道事業所に搬入荷姿
登録をしており、かつ、指定容器等への詰め替え作業を実施
するPCB廃棄物を取扱う青森市長の許可を受けた収集・運搬
業者が１社しかいないため。

①ｲ(ニ) －

27
森林除染事業（落葉等堆積有機物及び枝葉等
の除去）
土のう袋　2,820袋

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
池田敏

福島県東白
川郡棚倉町
棚倉字舘ヶ
丘73-2

H24.12.14
森本建設株
式会社

福島県東白
川郡棚倉町
関口字下志
宝1-3

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 1,036,350 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

28
森林除染事業（除染物質の運搬）
大型土のう袋　99袋

分任支出負担行為担当官
棚倉森林管理署長
池田敏

福島県東白
川郡棚倉町
棚倉字舘ヶ
丘73-2

H24.12.14
森本建設株
式会社

福島県東白
川郡棚倉町
関口字下志
宝1-3

会計法第２９条の３
第４項（緊急随意契
約）

－ 2,877,000 － －

除染作業については市町村が策定した国有林を含む除染計
画に基づき実施するもので、効率的に実施するためには市町
村が発注した近隣民有林の除染事業と一体的に実施する必
要があり、早期に契約する必要があるため。

③ｲ －

29

平成24年度科学技術戦略推進費「重要政策課
題への機動的対応の推進及び総合科学技術会
議における政策立案のための調査（高濃度に放
射性セシウムで汚染された魚類の汚染源・汚染
経路の解明のための緊急調査研究）」委託事業
一式

支出負担行為担当官 水
産庁長官 本川 一善

東京都千代
田区霞が関
1-2-1

H24.11.28

高濃度に放
射性セシウム
で汚染された
魚類の汚染
源・汚染経路
の解明のた
めの共同研
究機関 代表
者 独立行政
法人 水産総
合研究ｾﾝﾀｰ

神奈川県横
浜市西区み
なとみらい２
－３－３ク
イーンズタ
ワーＢ棟１５
階

会計法第29条の3
第4項(法令等の規
定)

－ 180,881,000 － 0
内閣府総合科学技術会議において、実施機関を含めた本課
題の実施方針が決定されたものであり、競争を許さないため。

①ｲ(ｲ) －

30
豪州による我が国調査捕鯨の国際司法裁判所
（ＩＣＪ）への提訴に係る我が国の答弁書の翻訳
業務

支出負担行為担当官　水
産庁長官　本川一善

東京都千代
田区霞が関
一丁目２番
１号

H24.11.21
※個人情報
のため非公
開

※個人情報
のため非公
開

会計法第29条の３
第４項（特定情報）

－ 3,484,050 － －
行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当
該情報を提供することが可能な者から提供を受ける必要があ
るため

①二(へ)

31
米沢平野二期農業水利事業　沼尻堀改修工事
に伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

32
米沢平野二期農業水利事業　沼尻堀改修工事
に伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

33
米沢平野二期農業水利事業　沼尻堀改修工事
に伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

34
米沢平野二期農業水利事業沼尻堀改修工事に
伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

35
米沢平野二期農業水利事業　沼尻堀改修工事
に伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

36
米沢平野二期農業水利事業沼尻堀改修工事に
伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

37
米沢平野二期農業水利事業　沼尻堀改修工事
に伴う土地取得相当額補償金

分任支出負担行為担当官
米沢平野農業水利事業所
長　相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

38
和賀中部農業水利事業　Ｅ幹線用水路工事に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中部農業
水利事業所長　浅田　務

岩手県北上
市和賀町長
沼6-131-1

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるもの
であるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－
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39
和賀中部農業水利事業　Ｅ幹線用水路工事に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中部農業
水利事業所長　浅田　務

岩手県北上
市和賀町長
沼6-131-1

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるもの
であるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

40
和賀中部農業水利事業　夏油頭首工工事に係
る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中部農業
水利事業所長　浅田　務

岩手県北上
市和賀町長
沼6-131-1

H24.10.11
丸伊工業株
式会社

岩手県胆沢
郡金ヶ崎町
西根町裏28-
4

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるもの
であるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

41
岩木川左岸（二期）農業水利事業　西俣３号幹
線用水路工事に伴う農業補償契約金

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利
事務所長　廣瀬峰生

青森県つが
る市木造萩
野18-7

H24.10.12
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

42
直轄特定災害復旧事業名取川地区閖上排水機
場工事に伴う土地使用補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.15
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

43
岩木川左岸（二期）農業水利事業　西俣３号幹
線用水路工事に伴う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局津軽農業水利
事務所長　廣瀬峰生

青森県つが
る市木造萩
野18-7

H24.10.19
東北電力株
式会社青森
支店

青森市港２－
１２－１９

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

44
和賀中部農業水利事業　Ｅ幹線用水路工事に
係る土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中部農業
水利事業所長　浅田　務

岩手県北上
市和賀町長
沼6-131-1

H24.10.19
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対す
る契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるもの
であるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

45
亘理・山元農地海岸特定災害復旧事業鐙川防
潮水門復旧工事に伴う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.24
東北電力株
式会社　宮城
支店

仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

46
仙台東直轄特定災害復旧事業提灯堀排水路復
旧（その２）工事に伴う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.30
東北電力株
式会社　宮城
支店

仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

47
名取川特定災害復旧事業木流堀排水路災害復
旧（その２）工事に伴う物件移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.31
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

48
名取川特定災害復旧事業木流堀排水路災害復
旧（その２）工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.31
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

49
名取川特定災害復旧事業閖上排水機場災害復
旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.31
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

50
名取川特定災害復旧事業閖上排水機場災害復
旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.31
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

51
平成24年度国営土地改良事業地区調査　旭川
地区土地所有状況調査基礎資料作成業務委託

分任支出負担行為担当官
東北農政局西奥羽土地改
良調査管理事務所長　長
井　薫

秋田市山王
７－１－３

H24.10.5
秋田県土地
改良事業団
体連合会

秋田市高陽
幸町３－３７

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

3,013,500 3,013,500 100.0% －
随意契約によらざるを得ないものとして財務大臣通知に記載
（土地改良法第29条第4項）

①ｲ(ｲ) －

52
中津山農業水利事業　後谷地排水樋門建設工
事に伴う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局中津山農業水
利事業所長　松澤　智亮

宮城県石巻
市相野谷字
飯野川町１
５９－１

H24.10.9
東北電力株
式会社　宮城
支店

仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

53
亘理山元特定災害復旧事業　長瀞浜排水機場
その他撤去工事及び長瀞浜排水機場復旧工事
に伴う土地使用補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.10.23
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

54
名取川特定災害復旧事業　葉の木堀排水路災
害復旧（その１）工事に伴う損失補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.1
学校法人日
本コンピュー
タ学園

仙台市青葉
区花京院一
丁目3-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－
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55
名取川特定災害復旧事業　寺野排水機場災害
復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.1
東北分譲住
宅販売株式
会社

仙台市青葉
区中央一丁
目3-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

56
名取川特定災害復旧事業　寺野排水機場及び
木流堀排水路災害復旧工事に伴う電気工作物
移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.21
東北電力株
式会社　宮城
支店

仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

57
名取川特定災害復旧事業　相の釜排水機場災
害復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.28
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

58
名取川特定災害復旧事業　相の釜排水機場災
害復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.28
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

59
名取川特定災害復旧事業　相の釜排水機場災
害復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.28
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

60
名取川特定災害復旧事業　相の釜排水機場災
害復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.28
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

61
名取川特定災害復旧事業　三軒茶屋排水機場
災害復旧工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.11.28
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

62
岩木川左岸（二期）農業水利事業　土淵堰用水
路第四工区（その２）工事に伴う損失補償契約
金として

分任支出負担行為担当官
津軽農業水利事務所長
廣瀬　峰生

青森県つが
る市木造萩
野18-7

H24.12.5
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

63
岩木川左岸（二期）農業水利事業　土淵堰用水
路第四工区（その２）工事に伴う損失補償契約
金として

分任支出負担行為担当官
津軽農業水利事務所長
廣瀬　峰生

青森県つが
る市木造萩
野18-7

H24.12.5
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

64
定川特定災害復旧事業南区排水機場災害復旧
工事に伴う電気工作物移転補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.12.12
東北電力株
式会社　宮城
支店

仙台市青葉
区中央4-6-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － -

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

65
岩木川左岸（二期）農業水利事業　西俣３号幹
線用水路工事に伴う水道施設移設補償金として

分任支出負担行為担当官
津軽農業水利事務所長
廣瀬　峰生

青森県つが
る市木造萩
野18-7

H24.12.14
津軽広域水
道企業団

青森県黒石
市大字石名
坂字姥懐２

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

66
仙台東特定災害復旧事業高砂南部導水路他工
事に伴う土地代金相当額補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.12.27
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

67
仙台東特定災害復旧事業高砂南部導水路他工
事に伴う土地代金相当額補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.12.27
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

68
仙台東特定災害復旧事業高砂南部導水路他工
事に伴う土地代金相当額補償

分任支出負担行為担当官
東北農政局仙台東土地改
良建設事業所長　赤倉正
弘

仙台市宮城
野区五輪1-
3-20

H24.12.27
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施工する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定されるも
のである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

69
米沢平野二期農業水利事業沼尻堀改修工事に
係る電気工作物の移転等工事補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局米沢平野農業
水利事業所長
相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.12.7
東北電力株
式会社山形
支店

山形市本町
二丁目1番9
号

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

70
米沢平野二期農業水利事業沼尻堀改修工事に
係る電気工作物の移転等工事補償金

分任支出負担行為担当官
東北農政局米沢平野農業
水利事業所長
相澤顕之

山形県米沢
市駅前三丁
目1-19

H24.12.7
東北電力株
式会社山形
支店

山形市本町
二丁目1番9
号

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業を施行する際の権利の取得及び損失補償等に対し
て契約を行うものであり、工事に必要となる土地等の権利者と
の契約となることから、場所及び契約相手方が限定された
め。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－
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71
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

72
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

73
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

74
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

75
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

76
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

77
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

78
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

79
中信平二期農業水利事業　右岸幹線の地上権
更新に係る対価補償金
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局中信平二期農
業水利事業所長　江上
博司

長野県松本
市大字島立
2167-5

H24.10.1
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
土地改良財産である地下工作物の保護のため、土地所有者
と区分地上権設定を契約を結ぶものであり、契約の相手方が
特定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

80
南部幹線用水路周辺整備その2工事に係る物
件移転補償
一式

支出負担行為担当官　関
東農政局長　佐藤　和彦

埼玉県さい
たま市中央
区新都心2-
1さいたま新
都心合同庁
舎2号館

H24.10.9
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事
に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定される
ものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

81
南部幹線用水路周辺整備その2工事に係る土
地売買契約
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利
事業所長　播磨　宗治

千葉県東金
市松之郷
2333

H24.10.9
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う土地売買に関して契約を行うもので、
工事に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定さ
れるものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

82
栗山川統合機場送水路その他工事に係る土地
使用に関する補償
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利
事業所長　播磨　宗治

千葉県東金
市松之郷
2333

H24.10.16
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事
に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定される
ものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

83
神流川沿岸農業水利事業
上里幹線改修工事に係る区分地上権の変更に
伴う対価

分任支出負担行為担当官
関東農政局神流川沿岸農
業水利事業所長　志野
尚司

埼玉県本庄
市北堀
1700-2

H24.10.19
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － 0
土地改良財産である地下工作物保護のため、土地所有者と
区分地上権設定契約を結ぶものであり、契約の相手方が特
定されるものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

84
北総中央農業水利事業　　　　　　　9号調整水
槽施設用地に係る土地取得代金　　　　1式

支出負担行為担当官　関
東農政局長　佐藤和彦

埼玉県さい
たま市中央
区新都心2-
1さいたま新
都心合同庁
舎2号館

H24.10.22
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の所有権の取得及び損失補償に対す
る契約を行うものであり、土地改良施設の用地として必要とな
る土地の権利者となることから、場所及び契約相手方が限定
されるものであるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－



氏名並びにその所属する
部局の名称

所在地
商号または

名称
住所

再就職の
役員の数

随意契約によらざるを得ない理由

随意契約によらざる
を得ない場合とした
財務大臣通知上の
根拠区分

備　　考落札率番号 契約名称及び内容

契約担当官等

契約締結日

契約の相手方

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び理
由

予定価格 契約金額

85
北総中央農業水利事業　　　　　　　9号調整水
槽施設用地に係る土地取得代金　　　　1式

支出負担行為担当官　関
東農政局長　佐藤和彦

埼玉県さい
たま市中央
区新都心2-
1さいたま新
都心合同庁
舎2号館

H24.10.22
個人情報非
公表

個人情報非
公表

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共工事を施工する際の所有権の取得及び損失補償に対す
る契約を行うものであり、土地改良施設の用地として必要とな
る土地の権利者となることから、場所及び契約相手方が限定
されるものであるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

86
南部幹線用水路その52工事に係る区分地上権
設定対価
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利
事業所長　播磨　宗治

千葉県東金
市松之郷
2333

H24.11.5
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事
に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定される
ものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

87
南部幹線用水路その52工事に係る区分地上権
設定対価
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利
事業所長　播磨　宗治

千葉県東金
市松之郷
2333

H24.11.5
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事
に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定される
ものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

88
南郷支線用水路工事に係る土地取得対価相当
額補償
一式

分任支出負担行為担当官
関東農政局両総農業水利
事業所長　播磨　宗治

千葉県東金
市松之郷
2333

H24.11.22
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う補償に関して契約を行うもので、工事
に必要となる契約であり、場所及び契約相手方が特定される
ものであるため、随意契約を行うものである

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

89
荒又排水路工事に伴う区分地上権設定補償
田　249.82㎡

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地
防災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

H24.10.22
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,086,717 － －
公共事業の施行に伴う権利取得に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

90
岸渡排水路（高波工区）その３工事の施行に伴
う支障上水道管の移設補償
上水道管移設　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地
防災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

H24.10.1
砺波市水道
事業者　砺波
市長

富山県砺波
市栄町７－３

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 2,588,500 － －
公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契
約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

91
庄川放水路大清水工区（県道横断）工事の施行
に伴う支障電気通信設備の移設補償
電気通信設備　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地
防災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

H24.12.6
西日本電信
電話株式会
社　富山支店

富山市東田
地方町1-1-
30

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 9,086,985 － －
公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契
約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

92
荒又排水路（福岡工区その３、その４）工事の施
行に伴う支障電気工作物の移設補償
電気工作物　１式

分任支出負担行為担当官
北陸農政局庄川左岸農地
防災事業所長　大谷　寛

富山県砺波
市幸町8番
20号

H24.12.14
北陸電力株
式会社　高岡
支社

富山県高岡
市広小路7-
15

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 4,621,925 － －
公共工事の施行に起因し不可避的に生ずる損害に関して契
約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

93
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営曽我川工区西部幹線その８改修工事に伴う
地上権設定補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.2
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う地上権設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

94
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営曽我川工区西部幹線その８改修工事に伴う
地上権設定補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.2
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う地上権設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

95
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野団
体営曽我川工区曽我川左岸線その２改修工事
に伴う土地使用補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.12
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

96
大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀伊平野六
箇井幹線水路その５他改修工事に伴う土地使
用補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.15
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

97
大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀伊平野六
箇井幹線水路その５他改修工事に伴う土地使
用補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.15
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

98
平成２４年度大和紀伊平野農業水利事業（二
期）大和平野区域（纒向遺跡・藤原宮跡周辺等）
に係る埋蔵文化財の発掘調査委託業務　１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.15 奈良県知事
奈良県奈良
市登大路町３
０

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

6,922,265 6,922,265 100.0% －

文化財保護法第93条・94条に基づき実施する発掘調査であ
り、奈良県内における発掘調査は文化財保護担当部局である
奈良県との協定に基づき実施することとしており、本遺跡は県
立橿原考古学研究所が発掘を行うものであり、契約の性質が
競争を許さない。

①ｲ(ｲ) －
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99
７～９月分事務所維持管理費（大和紀伊）
１式

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.10.25
大和平野土
地改良区

奈良県橿原
市城殿町４５
９

会計法第２９条の３
第４項（賃貸借契
約）

2,350,549 2,350,549 100.0% －
当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であること
から場所が限定され、供給者が一に特定される賃貸借に付随
する分担金であるため随意契約を行うものである。

①ﾛ －

100
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営初瀬川工区第1号幹線三河支線その4改修工
事に伴う土地使用等補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.11.16
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

101
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営初瀬川工区第1号幹線三河支線その4改修工
事に伴う損失補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.11.16
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失に関して契約を行うものであり、
工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び
契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随
意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

102
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野団
体営佐保川1工区稗田線その1改修工事に伴う
土地使用補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.11.19
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

103
大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀伊平野七
郷井水路その3改修工事に伴う土地使用等補償
契約

分任支出負担行為担当官
代理　近畿農政局大和紀
伊平野農業水利事務所次
長　岩﨑国広

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.11.26
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う土地使用に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

104
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野団
体営佐保川１工区稗田線その１改修工事に伴う
物件移転補償契約

分任支出負担行為担当官
代理　近畿農政局大和紀
伊平野農業水利事務所次
長　岩﨑国広

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.11.27
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う物件移転に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

105
国営十津川紀の川直轄管理事業に係る土地売
買契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局南近畿土地改
良調査管理事務所長　加
藤公平

奈良県吉野
郡大淀町下
渕388-1

H24.12.10
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う用地買収に関して契約を行うものであ
り、事業に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

106
大和紀伊平野農業水利事業（二期）紀の川左岸
支線水路(山手水路)その3改修工事に伴う電気
配電設備移転補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.12.12
関西電力株
式会社和歌
山営業所

和歌山県和
歌山市岡山
丁４０

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に関して契
約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため、随意
契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

107
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営飛鳥工区第１号幹線その３改修工事に伴う損
失補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.12.18
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う損失に関して契約を行うものであり、
工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所及び
契約の相手方が特定されており、競争が許されないため、随
意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

108
大和紀伊平野農業水利事業（二期）大和平野県
営初瀬川工区第1号幹線三河支線その3改修工
事に伴う地上権設定補償契約

分任支出負担行為担当官
近畿農政局大和紀伊平野
農業水利事務所長　岩田
勝男

奈良県橿原
市城殿町４
５９

H24.12.20
個人情報該
当

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －

公共事業の施行に伴う地上兼設定に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約の相手方が特定されており、競争が許されないた
め、随意契約をおこなうものである。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

109
香川用水農業水利事業　和田支線水路改修（そ
の６）工事に伴う補償金

支出負担行為担当官　中
国四国農政局長　國弘
実

岡山県岡山
市北区下石
井一丁目4
番1号

H24.10.2
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 15,436,820 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

110
南周防農地整備事業阿月団地埋蔵文化財発掘
調査委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局南周防農
地整備事業所長　菊池
由則

山口県熊毛
郡田布施町
大字波野
585-1

H24.10.2 柳井市
山口県柳井
市南町1-10-
2

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

17,436,000 17,436,000 100.0% －
文化財保護法第94条に基づき実施する発掘調査であり、発
掘調査実施機関である地方公共団体と契約を結ぶもので契
約の性質が競争を許さない。

①ｲ(ｲ) －

111
香川用水農業水利事業　和田支線水路改修（そ
の６）工事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局香川用水
土器川沿岸農業水利事業
所長　原田　稔

香川県丸亀
市飯山町川
原1114-1
飯山市民総
合センター3
Ｆ

H24.10.3
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 3,329,836 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－
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112
北部幹線水路（大寺工区）建設工事に伴う補償
代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部
農地防災事務所長　石川
佳市

徳島県板野
郡板野町川
端字庄境２
-１

H24.10.9
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,569,647 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

113
岡山南部農業水利事業　高梁川合同堰取水口
改修工事に伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部
農業水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社
市中央1-5-
35

H24.10.10
高梁川漁業
協同組合

岡山県高梁
市鉄砲町５２

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,340,000 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

114
斐伊川沿岸農業水利事業　右岸導水路他建設
発生土受入地整備工事に係る土地使用代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿
岸農業水利事業所長　宗
岡　一正

島根県出雲
市斐川町荘
原１０５

H24.10.11
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,210,446 － －
事業に係る土地使用補償契約であり、場所及び相手方が特
定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

115
斐伊川沿岸農業水利事業　右岸導水路他建設
発生土受入地整備工事に係る土地使用代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿
岸農業水利事業所長　宗
岡　一正

島根県出雲
市斐川町荘
原１０５

H24.10.11
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,244,111 － －
事業に係る土地使用補償契約であり、場所及び相手方が特
定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

116
斐伊川沿岸農業水利事業　右岸導水路他建設
発生土受入地整備工事に係る土地使用代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿
岸農業水利事業所長　宗
岡　一正

島根県出雲
市斐川町荘
原１０５

H24.10.11
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,428,346 － －
事業に係る土地使用補償契約であり、場所及び相手方が特
定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

117
斐伊川沿岸農業水利事業　右岸導水路その４
工事に伴う電線路移転補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿
岸農業水利事業所長　宗
岡　一正

島根県出雲
市斐川町荘
原１０５

H24.10.11
中国電力株
式会社 出雲
営業所

島根県出雲
市小山町２２
５

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,033,102 － －
事業に係る電線路移転補償契約であり、場所及び相手方が
特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

118
平成24年度国営造成水利施設保全対策指導事
業笠岡湾干拓地区共用導水路施設機能診断委
託事業

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局中国土地
改良調査管理事務所長
中西昭弘

広島県広島
市安佐北区
可部2-6-15

H24.10.18
岡山県公営
企業管理者

岡山県岡山
市北区内山
下2-4-6

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

4,557,263 4,557,263 100.0% －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

119
北部幹線水路（川端・桧工区）建設工事に伴う
補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局四国東部
農地防災事務所長　石川
佳市

徳島県板野
郡板野町川
端字庄境２
-１

H24.10.25
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,887,588 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

120
香川用水農業水利事業　和田支線水路改修（そ
の５）工事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
代理　中国四国農政局香
川用水土器川沿岸農業水
利事業所次長（事務）　山
口　昌明

香川県丸亀
市飯山町川
原1114-1
飯山市民総
合センター3
Ｆ

H24.10.29
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 2,633,728 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

121
香川用水農業水利事業　和田支線水路改修（そ
の５）工事に伴う補償金

分任支出負担行為担当官
代理　中国四国農政局香
川用水土器川沿岸農業水
利事業所次長（事務）　山
口　昌明

香川県丸亀
市飯山町川
原1114-1
飯山市民総
合センター3
Ｆ

H24.10.29
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 4,286,844 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

122
斐伊川沿岸農業水利事業　右岸配水路工事に
伴う電線路移転補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局斐伊川沿
岸農業水利事業所長　宗
岡　一正

島根県出雲
市斐川町荘
原１０５

H24.11.8
中国電力株
式会社 出雲
営業所

島根県出雲
市小山町２２
５

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,867,128 － －
事業に係る電線路移転補償契約であり、場所及び相手方が
特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

123
南周防農地整備事業　波野（木地）団地（三反
地遺跡）埋蔵文化財発掘調査委託業務

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局南周防農
地整備事業所長　菊池
由則

山口県熊毛
郡田布施町
大字波野
585-1

H24.11.22
公益財団法
人山口県ひと
づくり財団

山口県山口
市秋穂二島
1062番地

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

16,337,000 16,337,000 100.0% －
地方公共団体の取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

124
岡山南部農業水利事業　圦樋堰建設工事に伴
う土地売買代金

支出負担行為担当官　中
国四国農政局長　國弘
実

岡山県岡山
市北区下石
井1-4-1

H24.12.12
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 29,537,830 － －
事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定され
るものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

125
岡山南部農業水利事業　圦樋堰建設工事に伴
う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部
農業水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社
市中央1-5-
35

H24.12.17
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 3,383,484 － －
事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定され
るものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

126
岡山南部農業水利事業　圦樋堰建設工事他に
伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部
農業水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社
市中央1-5-
35

H24.12.17
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,281,120 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－
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127
岡山南部農業水利事業　圦樋堰建設工事他に
伴う補償代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局岡山南部
農業水利事業所長　江間
敏介

岡山県総社
市中央1-5-
35

H24.12.17
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 2,973,894 － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場所
及び契約相手方が特定されるものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

128
筑後川下流左岸農地防災事業下久末線(塩塚
工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.10.4
九州電力株
式会社　大牟
田営業所

福岡県大牟
田市不知火
町2-9-20

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,247,137 1,247,137 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

129
筑後川下流左岸農地防災事業中木室1号線(蛭
池工区)工事に伴う有線放送設備移設補償
有線放送設備移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.10.18 大木町

福岡県三潴
郡大木町大
字八町牟田
255-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

3,192,000 3,192,000 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

130

肝属中部（二期）農業水利事業主要幹線水路
（野崎津曲工区）工事に係る費用負担契約
井戸新設
一式

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業
水利事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿
屋市新川町
597

H24.10.18
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ － － －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

131
筑後川下流左岸農地防災事業昭代1線(島田工
区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.10.19

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター八女営業
所

福岡県八女
市本町字矢
原町東裏467

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,403,800 1,403,800 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

132
筑後川下流左岸農地防災事業昭代1線(奥牟田
西工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.10.26

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター八女営業
所

福岡県八女
市本町字矢
原町東裏467

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

4,175,820 4,175,820 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

133
筑後川下流左岸農地防災事業大溝線(下白垣
工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.10.29

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,487,736 1,487,736 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

134
筑後川下流左岸農地防災事業大溝線(諸富工
区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.11.1

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,367,854 1,367,854 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

135
筑後川下流左岸農地防災事業田川城島3号線
(下青木工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.11.7

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

2,721,845 2,721,845 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

136

筑後川下流左岸農地防災事業昭代1号線(奥牟
田西工区)工事に伴う有線放送設備移設等工事
補償
有線放送設備移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.11.7 大木町

福岡県三潴
郡大木町大
字八町牟田
255-1

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

2,497,950 2,497,950 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

137
筑後川下流左岸農地防災事業昭代2号線(坂井
工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.11.13

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,097,037 1,097,037 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

138

筑後川下流左岸農地防災事業中木室2号線(新
平田橋下流工区)工事に伴う電気工作物移設補
償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.11.20

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

1,826,513 1,826,513 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

139

平成24年度肝属中部（二期）農業水利事業主要
幹線水路（西迫工区その他）工事に伴う埋蔵文
化財（白坂原遺跡）発掘調査委託事業
鹿児島県鹿屋市吾平町上名地内
Ｈ24.11.29～Ｈ25.3.13

分任支出負担行為担当官
九州農政局肝属中部農業
水利事業所長 古澤清崇

鹿児島県鹿
屋市新川町
597

H24.11.29 鹿屋市
鹿児島県鹿
屋市共栄町
20-1

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

2,538,232 2,538,232 100.0% －
地方公共団体との取り決めにより契約の相手方が一に定めら
れているため。

①ｲ(ニ) －
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140
筑後川下流左岸農地防災事業田川城島3号線
(西青木工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.12.5

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

2,180,545 2,180,545 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

141

筑後川下流白石平野（二期）農業水利事業山脚
導水路（大町東工区他）工事に伴う建物等修復
補償金
H24.12.12～H24.12.17

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流白
石平野農業水利事業所長
尾川幸彦

佐賀県杵島
郡白石町大
字東郷
1612-3

H24.12.12
大町土地改
良区

佐賀県杵島
郡大町町大
字大町5016

会計法第２９条の３
第４項(用地補償)

1,838,300 1,838,300 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り契約相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

142
筑後川下流左岸農地防災事業田川城島3号線
(西青木工区)工事に伴う電気工作物移設補償
電気工作物移設　1式

分任支出負担行為担当官
九州農政局筑後川下流左
岸農地防災事業所長　渡
辺博之

福岡県久留
米市津福今
町472-31

H24.12.5

九州電力株
式会社　福岡
お客さまセン
ター久留米営
業所

福岡県久留
米市原古賀
町30-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

2,180,545 2,180,545 100.0% －
公共事業の施行に伴う損失補償に関して契約を行うものであ
り、契約の相手方が特定されるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

143 2015年農林業センサス試行調査委託事業
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房統計部
長　齊藤　昭

東京都千代
田区霞が関
１－2－１

H24.10.16 秋田県
秋田県秋田
市山王４－１
－１

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 1,297,000 － －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

144 2015年農林業センサス試行調査委託事業
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房統計部
長　齊藤　昭

東京都千代
田区霞が関
１－2－１

H24.10.16 神奈川県
神奈川県横
浜市中区日
本通１

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 1,040,000 － －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

145 2015年農林業センサス試行調査委託事業
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房統計部
長　齊藤　昭

東京都千代
田区霞が関
１－2－１

H24.10.16 福井県
福井県福井
市大手３－１
７－１

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 1,297,000 － －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

146 2015年農林業センサス試行調査委託事業
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房統計部
長　齊藤　昭

東京都千代
田区霞が関
１－2－１

H24.10.16 島根県
島根県松江
市殿町１

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 1,201,000 － －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

147 2015年農林業センサス試行調査委託事業
支出負担行為担当官　農
林水産省大臣官房統計部
長　齊藤　昭

東京都千代
田区霞が関
１－2－１

H24.10.16 宮崎県
宮崎県宮崎
市橘通東２－
１０－１

会計法第２９条の３
第４項（法令等の規
定）

－ 1,392,000 － －
地方公共団体との取決めにより、契約の相手方が一に定めら
れているもの

①ｲ(ニ) －

148
那賀川（一期）農地防災事業　那賀川幹線導水
路（南北分岐工）制水弁製作据付工事に伴う土
地売買代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農
地防災事業所長　金光
譲二

徳島県阿南
市日開野町
西居内456

H24.10.30
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 3,379,426 － －
事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定され
るものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

149
那賀川（二期）農地防災事業　北岸幹線水路（そ
の９）工事に伴う土地売買代金

分任支出負担行為担当官
中国四国農政局那賀川農
地防災事業所長　金光
譲二

徳島県阿南
市日開野町
西居内456

H24.11.22
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,412,256 － －
事業に係る土地売買契約であり、場所及び相手方が特定され
るものであるため。

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

150
芝原2号用水路工事に伴う用地取得
一件

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流
農業水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井
市丸岡町愛
宕2番

H24.12.7
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,677,596 － －
公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

151
芝原2号用水路工事に伴う用地取得
一件

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流
農業水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井
市丸岡町愛
宕2番

H24.12.7
個人情報非
公表

－
会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,677,595 － －
公共事業の施行に伴う権利の取得に関して契約を行うもので
あり、工事に必要となる土地等の権利者との契約であり、場
所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－

152
芝原2号用水路工事に伴う建物等修復費用負
担
一件

分任支出負担行為担当官
北陸農政局九頭竜川下流
農業水利事業所長　小澤
與宏

福井県坂井
市丸岡町愛
宕2番

H24.12.25
株式会社G-7
ホールディン
グス

兵庫県神戸
市須磨区弥
栄台3-1-6

会計法第２９条の３
第４項（用地補償）

－ 1,149,102 － －
公共事業の施行に起因し、不可避的に生ずる損害に関して契
約を行うものであり、工事に起因して損害等を受ける権利者と
の契約であり、場所及び契約相手方が特定されるため

①ﾛに準ずると認め
られるもの(財務省に
個別に協議し認めら
れたもの)

－


